
中部資産管理センターに相続相談担当を設置し、組合員の皆さまの相続相談対応を強化して
います。今月号は、相続基礎知識の「相続の前にできること」を解説します。
中部資産管理センターに相続相談担当を設置し、組合員の皆さまの相続相談対応を強化して
います。今月号は、相続基礎知識の「相続の前にできること」を解説します。

相続の前にできること

出典：「JA相続相談・資産サポート情報／vol.2（2025年5月）」出典：「JA相続相談・資産サポート情報／vol.2（2025年5月）」「相続の後にやるべきこと」6月号の内容

●お問い合わせ先　中部資産管理センター　0561-75-0720

～JAの自己改革について学び地域農業を応援しよう～

市川　耕一

代表理事組合長

各支店・店舗・センターにご意見箱を設置しています。

なお、ぐりんぷらざの応募用紙はご意見箱からもご応募いただけます。

ご意見箱からの応募で当選率アップ！！

皆さまからの貴重なご意見・ご要望をお待ちしております。

https://jaab.or.jp ＜お申込みフォーム＞より

たくさんのご意見・ご要望をよろしくお願いいたします ◎JAあいち尾東の自己改革に対する
 ご意見をお待ちしております。

この箱が目印！

各支店窓口を通じて、お気軽にご相談ください。

　相続を円滑に進めるためには、生前からの備えが不
可欠です。特に、遺産分割や納税資金の確保、相続税
の軽減に向けた対策が重要です。遺産分割について
は、相続税の有無に関わらず、争いを避けるための準
備が求められ、未分割の場合には配偶者の税額軽減

や農地の納税猶予といった特例が適用できないことも
あります。
　これらの対策として、生命共済の活用が有効です。共
済金の受取人指定により、争いの防止や納税資金の確
保、さらに相続税の非課税枠を利用することが可能です。
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　遺言書の作成も大切です。自筆証書、公正証書、秘密
証書の各方式に応じた作成要件や留意点を把握し、遺
言執行者の指定も検討しておくとよいでしょう。自筆証
書遺言は、内容に法的効力が発生しないことや遺言書

自体が偽造でないかと主張されることでトラブルの種
になりかねないため、公正証書遺言をおすすめします。
作成費用はかかりますが、法律のプロである公証人と
相談しながら作成でき、争族対策として有効です。
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　生前贈与による財産移転も有効です。暦年課税や
相続時精算課税、配偶者控除、住宅・教育資金の一括
贈与等の特例を活用することで、相続時の負担を軽

減できます。
　ただし、贈与は証拠を明確に残し、税務上のトラブル
を避ける工夫が必要です。
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事業計画に対する

進捗確認を行いながら

自己改革を実践

実施した自己改革を報告し、

皆さまから評価や

意見・要望をいただく

いただいた意見・要望を

各部門で共有・検討し、

広報誌・ＳＮＳで

フィードバックを行う

いただいた意見・要望を踏まえ、

事業計画を策定

このボタンを
クリック！

ＪＡあいち尾東では、「組合員との対話」を通じていただく評価や意見、要望を

事業に反映・実践する「自己改革実践サイクル」に取り組んでいます。

～遺産分割対策～
▶死亡共済金の受取人を予め指定できる
　「遺言書」と同じような効果で、渡したい人に遺すことができます。死亡共済金は、受取人固有の財産となるため、
　特段の事情がなければ、遺産分割協議の必要がなく共済金を取得できます。
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　「遺言書」と同じような効果で、渡したい人に遺すことができます。死亡共済金は、受取人固有の財産となるため、
　特段の事情がなければ、遺産分割協議の必要がなく共済金を取得できます。

～納税資金対策～
▶スムーズに現金化される
　相続人全員の書類を揃える等の面倒な手続きを経ずに、共済金受取りの手続きだけで共済金が受け取れます。

～納税資金対策～

～財産評価対策～
▶相続税の非課税枠を活用することができる
　死亡共済金の非課税枠（500万円×法定相続人の数）の活用により、相続税の課税価格を軽減します。

～財産評価対策～

生命共済を活用した
相続対策

生命共済を活用した
相続対策

●生命共済の活用

●遺言書の種類

遺言者が遺言のすべてを自筆で書く方法。
財産目録は自筆でなくとも可。基本的に検
認が必要。

遺言者が遺言のすべてを自筆で書く方法。
財産目録は自筆でなくとも可。基本的に検
認が必要。

①署名や遺言文、日付を正確に自筆で行うこと（代筆、録音、動画等は不可）。
②日付は必ず記入する。
③捺印が必要（認め印でも可だが実印が望ましい）。

①署名や遺言文、日付を正確に自筆で行うこと（代筆、録音、動画等は不可）。
②日付は必ず記入する。
③捺印が必要（認め印でも可だが実印が望ましい）。

①立会の証人が2人以上必要。
②未成年者、将来相続人となる者、遺言により遺産を受ける者は証人になれない。
③手数料がかかる。

①立会の証人が2人以上必要。
②未成年者、将来相続人となる者、遺言により遺産を受ける者は証人になれない。
③手数料がかかる。

①遺言文は第三者が書くことも許されている。
②遺言者自身が署名・捺印と封入・封印を行う。
③立会人は2人以上必要。
④手数料は11,000 円。

①遺言文は第三者が書くことも許されている。
②遺言者自身が署名・捺印と封入・封印を行う。
③立会人は2人以上必要。
④手数料は11,000 円。

遺言者が遺言の内容を公証人に口述し、作
成してもらい遺言者、公証人、立会人が署名
する方法。検認は不要。

遺言者が遺言の内容を公証人に口述し、作
成してもらい遺言者、公証人、立会人が署名
する方法。検認は不要。

遺言を原則本人が書いた上で封入・封印
し、公証人に提出。公証役場に遺言の存在
のみを証明してもらう方法。検認が必要。

遺言を原則本人が書いた上で封入・封印
し、公証人に提出。公証役場に遺言の存在
のみを証明してもらう方法。検認が必要。

自筆証書遺言

種類 内容 留意点

公正証書遺言

秘密証書遺言

自己改革実践サイクル

「組合員との対話」の主な取り組み

渉外担当者が定期的に正組合

員宅を訪問して自己改革の取り

組みや成果について説明し、

ＪＡ事業に関する意見・要望を

いただいています。

農業者の集まりや各組織の

活動の機会に意見交換の場

を設け、率直な意見をいただ

いています。

◎組合員訪問

◎意見交換会の開催
広報誌やＳＮＳにて自己

改革の取り組みを発信

し、応募用紙などを通じ

て意見・要望をお寄せいた

だいています。

◎広報誌やSＮＳを通じた情報発信

今後もＪＡあいち尾東の経営理念「地域・人・未来～人と地域のための『くらしの拠点』でありつづけたい～」のもと、

組合員の皆さまの声を大切にしながら、地域になくてはならないＪＡを目指していきます。

実 践策 定

対 話反 映

自己改革実践サイクル とは
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